
ひとりでも 誰でも どんな働き方でも入れる 

若者のための労働組合 

「フリーターや派遣になるな」と言ってはみても―― 

    若者の４人に１人以上が非正規雇用という現実 
 

 不安定雇用が増え続けた結果、総務省の調査でも

今や若者の27.2％が非正規雇用(2006年)です。国会
でも取り上げられた「ワーキングプア」(年収200万
円以下)は、なんと５人に１人。たとえ卒業時に正

社員として採用されても、リストラや倒産のあおり

を受けることも……。 

 格差社会の浸透は、若者を直撃しています。 

アルバイト、派遣、請負、なんちゃって正社員‥‥‥ 

  首都圏青年ユニオンは労働無法地帯を 
 

 「残業代が払われない」「長時間労働で身体を壊したのに労災も出な

い」「突然、解雇を通告された」など、抜き差しならない問題に直面

し、誰かに相談したくても入れる組合もない若者がたくさんいます。 

 そんな中、首都圏青年ユニオンは、どんな働き方でも入れる個人加盟

の組合として、2000年の暮れに約30名の若者たちの手で結成されまし
た。現在組合員は約300名、“違法な働かせ方”と果敢に闘っています。 
 派遣切り、ワーキングプア、ネットカフェ難民、なんちゃって正社

員、名ばかり管理職……マスコミにもこうした若年雇用・非正規雇用の

問題を取り上げさせ、社会問題に押し上げる一翼を担ってきたのが首都

圏青年ユニオンです。 

共同代表：後藤道夫(都留文科大学) 後藤眞生(元久留米高校定時制) 笹山尚人(弁護士) 

「支える会」は、専従確保のための財政支援で「首都圏青年ユニオン」の活動を支えています。 

 ……とはいえ、泣き所は“お金がない”こと。 

 一緒にやっ 

てるよん！ 

http://www.sasaeru-kai.org/ 

入りた
くても

組合
がな
い  

不当解雇 残業代の未払い 

社会保険・雇用保険未加入 パワハラ 

名ばかり管理職 

 「蟹工船」ブームの２００８年。 

 「年越し派遣村」で開けた２００９年。 
 

 “雇用崩壊”が日本中を揺るがし、非正規雇

用、低賃金、長時間労働をはじめ、職場で無権

利状態に置かれていた労働者が“見える存在”

になってきました。 

 若者たちの闘いはこれからが正念場、そして

「支える会」の必要性も増しています。 

配置転換 

不当な損害賠償請求 



 

入 会 申 込 書 

私は、「首都圏青年ユニオンを支える会」に入会します。        年   月   日 

 ふりがな 

お名前（必須）                   所属(旧所属も可)                 . 
    〒 

ご住所（必須）                                                . 
 

TEL（必須）        (      )                                        . 
 

e‐mail                          （メーリングリスト加入 YES／NO） 
 

会費（必須）（   口）←口数をご記入ください。 

会費納入方法（必須）：（年払い ／ 月払い）←どちらかに○をおつけください。 

キ リ ト リ セ ン 

        ↑ 
どちらかに○をおつけください。 

★加入された方には、毎月首都圏青年ユニオンのニュースレターやユニオンの資料をお届けします。 

週刊金曜日2008.11.21(728号) 

「支える会」って何！？ 
 

 首都圏青年ユニオンは、若者が自分たちの力で

権利を勝ち取っていく組合です。しかし、厳しい

状況に置かれ、労働運動の経験のない若者の権利

を守って闘うためには、専従が不可欠です。 

 一般に組合が財政的に抱えられる専従は、1000
人に１人といいます。しかしそれは、一定の安定

した収入のある正規雇用の場合。首都圏青年ユニ

オンの組合員は、若い上に非正規雇用が多く、組

合費だけでは専従を抱えることができません。 

 こうした状況と、時代の必要性を見据え、2004
年６月に「首都圏青年ユニオンを支える会」が発

足しました。年6000円（月500円）の会費で専従の
活動を支えています。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

☆首都圏青年ユニオンの活動はＨＰでどうぞ。 
 

   首都圏青年ユニオンhttp://www.seinen-u.org/ 
 東京都豊島区南大塚2-33-10 東京労働会館5階 
                            公共一般労組内 

 下の「申込書」をFAXで送信し、郵便振替口座の
通信欄に「支える会 会費」とご記入の上、年会費6000円(一口)をお
振込みください（FAX ０３－５３９５－５１３９）。  

  口座番号 ００１７０－０－１２９８７ 

  加入者名 首都圏青年ユニオン 

★ 月払い自動振り込みをご希望の方はメールか電話でご一報下さい。 

 「自動振込利用申込書」を郵送させて頂きます。 

  TEL ０３－５３９５－５３５９ email：union@seinen-u.org 
★ 「支える会」ＨＰの入会フォームからも入会できます。 

               http://www.sasaeru-kai.org/ 

ご入会は…… 


